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今
後
の
高
島
市
政
の
進

め
方
に
つ
い
て
、
基
本

的
な
考
え
方
を
問
う

問問　
市
の
組
織
機
構
の

見
直
し
と
職
員
の
削
減
策

に
つ
い
て
市
長
の
考
え
方

は
。答　

市
長　

  

合
併
に
よ
る
ス
ケ
ー
ル

メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
た
人

事
の
効
率
的
な
配
置
に
よ

り
人
件
費
を
削
減
し
、
財

政
支
出
を
抑
制
す
る
も

の
で
あ
り
、
10
年
で
約

１
６
０
人
の
削
減
を
目
標

に
し
て
い
ま
す
。

問　
市
役
所
本
庁
と
支

所
の
職
務
分
掌
や
職
員
の

配
置
配
属
を
速
や
か
に
精

査
し
て
各
支
所
の
担
当
地

区
の
人
口
、
世
帯
数
な
ど

に
応
じ
た
体
制
に
す
べ
き

で
は
。
将
来
は
支
所
を
廃

止
し
て
い
く
と
い
う
展
望

を
持
つ
べ
き
で
は
。
部
長

と
支
所
長
の
職
務
権
限
は

明
確
に
な
っ
て
い
る
か
。

課
長
職
の
数
が
合
併
前
の

町
村
体
制
時
と
比
べ
て
多

い
よ
う
に
見
受
け
る
が
。

答　
市
長　

  

支
所
の
体
制
と
職
員
配

置
は
合
併
合
意
に
基
づ

く
も
の
で
、
支
所
機
能
を

円
滑
か
つ
最
大
限
に
発
揮

す
る
に
は
、
人
口
や
世
帯

数
等
の
要
素
も
人
員
配
置

を
考
え
る
う
え
で
重
要
で

す
。
支
所
の
廃
止
は
合
併

協
議
に
無
か
っ
た
こ
と
で

あ
り
、
一
定
の
公
共
サ
ー

ビ
ス
を
民
間
に
委
ね
ら

れ
な
い
か
と
の
検
討
と
併

せ
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き

問
題
で
あ
る
と
認
識
し
ま

す
。
支
所
長
の
権
限
に
つ

い
て
は
、
臨
機
応
変
、
機

動
的
に
業
務
を
執
行
す
る

た
め
、
限
ら
れ
た
権
限
の

中
で
執
行
可
能
な
予
算
配

分
も
考
え
て
い
ま
す
。
課

長
職
の
数
は
市
全
体
で
、

合
併
前
70
人
に
対
し
、
合

併
後
は
68
人
と
な
っ
て
い

ま
す
。

問　
教
育
委
員
会
事
務

局
の
施
設
管
理
課
は
、
ど

の
よ
う
な
考
え
方
で
設
置

し
た
の
か
。
今
や
人
権
学

習
の
指
導
体
制
整
備
は
急

務
で
あ
る
が
、
教
育
委
員

会
に
人
権
教
育
課
、
人
権

学
習
指
導
課
と
い
う
課
が

設
置
さ
れ
て
い
な
い
、
こ

れ
で
よ
い
の
か
。

答　
教
育
長　

　

施
設
管
理
課
は
学
校
施

設
の
大
規
模
な
改
修
計
画

や
耐
震
化
を
急
ぐ
必
要
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
専
門
的

に
対
応
す
る
た
め
設
置
し

ま
し
た
。
人
権
学
習
に
関

し
て
は
、
全
体
的
な
組
織

を
確
立
す
る
た
め
に
学
校

教
育
課
に
は
指
導
業
務
の

係
を
置
き
、
市
民
環
境
部

と
の
連
携
を
密
に
し
て
目

的
達
成
を
図
っ
て
い
き
ま

す
が
、
必
要
と
な
れ
ば
柔

軟
に
改
善
す
る
考
え
も
持

ち
合
わ
せ
て
お
り
ま
す
。

問　
市
の
財
政
逼
迫
状

況
を
見
れ
ば
、
今
年
度
の

み
な
ら
ず
今
後
数
年
間
は

支
出
抑
制
型
の
緊

縮
予
算
編
成
を
せ

ざ
る
を
得
な
い
と

思
う
が
、
見
通
し

は
。問　

市
庁
舎
の

新
築
や
病
院
の
建

て
替
え
等
の
大

事
業
は
、
当
面
着

手
で
き
る
状
況
に

は
な
い
と
考
え
る

が
。
今
は
財
政
の

建
て
直
し
を
優
先

し
、
合
併
特
例
債

も
市
民
生
活
に
直
結
す
る

各
種
行
政
施
策
に
優
先
的

に
活
用
す
べ
き
で
は
な
い

か
。
こ
の
よ
う
な
現
状
認

識
と
判
断
に
よ
っ
て
、
今

後
の
行
政
運
営
を
進
め
て

い
く
こ
と
を
強
く
望
む
も

の
で
あ
る
。

  

以
上
、
組
織
機
構
の
見

直
し
と
人
員
削
減
策
の
検

討
及
び
財
政
再
建
優
先
の

行
政
運
営
を
求
め
る
市
民

の
良
識
の
声
を
代
弁
す
る

立
場
か
ら
質
問
す
る
。

答　
市
長　

  

厳
し
い
財
政
運
営
を
迫

ら
れ
て
い
る
状
況
下
で

す
が
、
合
併
の
ス
ケ
ー
ル

メ
リ
ッ
ト
を
最
大
限
に
生

か
し
つ
つ
、
経
費
の
節
減

合
理
化
と
計
画
的
か
つ
健

全
な
財
政
運
営
に
努
め
ま

す
。
人
員
削
減
は
庁
舎
建

設
に
よ
る
一
体
化
を
前
提

と
し
て
お
り
、
今
の
分
庁

方
式
の
中
で
人
員
不
足
は

否
め
ず
、
人
員
削
減
と
財

政
の
健
全
化
を
併
せ
、
庁

舎
の
建
設
を
検
討
し
て
い

く
考
え
で
す
。

市
の
組
織
、機
構

（
職
員
配
置
及
び
体
制
等
）

に
つ
い
て
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